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登下校時における防犯対策に関する「地域の連携の場」の構築に係る留意事

項について（通達）

各地域での通学路等における子供の安全確保のために行われる関係機関･団体等と

、 、の連携については これまで地域の実情に応じた取組が行われてきたところであるが

「登下校防犯プラン （平成30年６月22日登下校時の子供の安全確保に関する関係閣」

僚会議決定 以下 プラン という では 登下校時における防犯対策に関する 地。 「 」 。） 、 「

域の連携の場」を各地域で構築することとされた。

プランを受け 「通学路等における子供の安全確保のための対策の推進について」、

（平成30年７月11日付け警察庁丙生企発第137号ほか）では 「地域の連携の場」へ、

の参画等について必要な指示がなされたところであるが 「地域の連携の場」の構築、

等に関する留意事項は下記のとおりであるので、各都道府県警察においては、適切な

措置を講じられたい。

また、本件については、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省からも、別添１か

ら３のとおり各都道府県教育委員会等に対し通知されているため、参考とされたい。

記

１ 「地域の連携の場」の構築について

(1) 「地域の連携の場」の運営主体

プランでは 「 地域の連携の場」として、地域の実情に応じて、通学路の安、「

全確保連絡協議会、学校警察連絡協議会、地域学校安全委員会等、既存の協議の

場を活用することは効率的である 」とされているところ、新たに「地域の連携。

の場」を構築する場合には、その運営に関する事務については、警察署、教育委

員会、自治体等、地域の実情に応じて最も適切な者が担うことが想定される。

地域において 「地域の連携の場」の運営に関する事務を担う者の決定に際し、

て調整を要する場合は、警察署と教育委員会が中心となってこの調整を行い、確

実に「地域の連携の場」の構築がなされるようにすること。

(2) 警察署が運営に関する事務を行う場合の留意事項

「地域の連携の場」については、原則、各市区町村単位で構築することが想定

なされていることに留意すること。ただし、地域の実情に応じて、小学校単位等

ど市区町村単位より細かい単位での構築を妨げないこととされている。



「地域の連携の場」に、プランに列挙されている関係機関・団体等が参また、

画するよう働きかけを行うこと。

２ 「地域の連携の場」における助言等について

警察署は、構築された「地域の連携の場」において、子供の犯罪被害及びその前

兆事案に関する発生状況や関係機関・団体等が防犯対策を講ずる上で参考となる具

体的情報等について積極的に助言等を行い、各地域において通学路等における子供

の安全確保に係る実効ある対策が形成されるように努めるものとする。

３ 報告

本通達に係る実施状況についての報告要領は別途通知する。
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登下校時における防犯対策に関する「地域の連携の場」に係る留意事項について 

 

 

 

平成 30年６月 22日付け事務連絡「登下校防犯プランについて」（以下「プラン」とい

う。）において連絡したとおり、登下校時における防犯対策に関する「地域の連携の場」

を各地域で構築することとされました。この「地域の連携の場」においては、警察、教育

委員会、学校、放課後児童クラブ、放課後子供教室、自治体、保護者、PTA、地域のボラ

ンティア、自治会等の関係者が集まり、登下校時における防犯対策について意見交換・調

整を行うこととされております。 

市町村放課後児童クラブ担当部局や放課後児童クラブ関係者においては、下記事項に留

意の上、「地域の連携の場」に積極的に対応していただくようお願いします。 

なお、文部科学省、警察庁及び国土交通省より別添のとおり、同様に通知されているこ

とを申し添えます。各都道府県におかれましては、貴管内市区町村に対する周知につき、

ご配慮をお願いいたします。 

 

記 

 

１．「地域の連携の場」への参画について 

プランでは、「「地域の連携の場」として、地域の実情に応じて、通学路の安全確保連   

絡協議会、学校警察連絡協議会、地域学校安全委員会等、既存の協議の場を活用する

ことは効率的である。」とされております。今後、プランに基づく「地域の連携の場」

の運営主体より、市町村放課後児童クラブ担当部局や放課後児童クラブ関係者に対し

て、「地域の連携の場」への参加の働きかけが行われる予定ですので、積極的に対応願

います。なお、「地域の連携の場」への出席にあたり、地域の実情に応じて、市町村放

課後児童クラブ担当部局が放課後児童クラブ関係者を代表して出席すること等も想定

されるため、「地域の連携の場」への出席に関しては、「地域の連携の場」の運営主体

と必要に応じて協議して下さい。 
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２．「地域の連携の場」における意見交換等について 

市町村放課後児童クラブ担当部局や放課後児童クラブ関係者は、「地域の連携の場」

において、地域の関係機関や団体等に、①児童の安全対策に関する事項、②放課後児

童クラブの活動内容や児童の来所・帰宅時の状況などを情報提供し、関係者との連携

を深められるよう対応願います。 
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